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保
育
施
設
の
申
し
込
み
は「
新

規
で
利
用
す
る
人
」、「
継
続
利
用

す
る
人
」の
ど
ち
ら
も
事
務
手
続

き
が
必
要
で
す
。

◉

保
護
者
な
ど
が
、次

の
事
由
に
よ
り
子
ど
も
の
保
育
を

必
要
と
す
る
場
合
に
入
所
で
き
ま

す➊
就
労（
月
48
時
間
超
）
➋
妊
娠
・

出
産
➌
保
護
者
の
疾
病
・
障
が
い

➍
同
居
親
族
な
ど
の
介
護
・
看
護

➎
災
害
復
旧
➏
求
職
活
動
➐
就

学
・
職
業
訓
練
➑
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の

恐
れ
が
あ
る
こ
と
➒
育
児
休
業
時

の
継
続
利
用

次
の
書
類
を
各
総
合

支
所
市
民
課（
市
民
係
）に
提
出
し

て
く
だ
さ
い

➊
教
育
・
保
育
給
付
認
定
申
請
書

兼
施
設
利
用
申
込
書
➋
家
族
状
況

票
➌
子
ど
も
の
健
康
・
発
育
状
況

➍
就
労
証
明
書
な
ど
必
要
書
類

10
月
17
日（
月
）〜
28

日（
金
）／
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分（
土
日
を
除
く
）

※
申
込
期
間
を
過
ぎ
た
場
合
は
、

二
次
利
用
調
整
の
対
象
と
な
り
ま

す

10
月
３
日（
月
）か

ら
各
総
合
支
所
市
民
課
で
配
布
し

ま
す
。市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
で
す

※
現
在
、保
育
施
設（
市
外
施
設
、

認
可
外
を
除
く
）に
入
所
中
の
人

に
は
、施
設
か
ら
配
布
し
ま
す

保
育
の
必
要
性
や
世

帯
の
状
況
を
指
数
化
し
、順
位
の

高
い
人
か
ら
利
用
調
整
し
ま
す
。

結
果
は
令
和
５
年
１
月
末
に
通
知

予
定
で
す

４
月
入
所
希
望
は
令
和

４
年
12
月
31
日
ま
で
の
出
産
予
定

者
、５
月
入
所
希
望
は
令
和
５
年

１
月
31
日
ま
で
の
出
産
予
定
者
を

対
象
に
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま

す
。利
用
希
望
日
が
６
月
以
降
の

場
合
は
、希
望
月
の
３
カ
月
前
か

ら
受
け
付
け
ま
す

◉

３
〜
５
歳
児

10
月
３
日（
月
）か
ら

各
施
設
で
配
布
す
る
申
込
書
な
ど

に
記
入
し
、必
要
書
類
を
添
付
し

て
入
園
希
望
施
設
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。申
込
書
は
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
能
で
す

10
月
17
日（
月
）〜
28

日（
金
）（
土
日
を
除
く
）

※
各
施
設
で
受
付
時
間
が
異
な
り

ま
す
。

福
祉
事
務
所
子
育

て
支
援
課（
子
ど
も
保
育
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
６
２

※
保
育
内
容
の
確
認
、施
設
見
学

を
希
望
の
場
合
は
、直
接
施
設
へ

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

◉

４
〜
５
歳
児

10
月
３
日（
月
）か
ら

各
幼
稚
園
で
配
布
す
る
申
込
書
な

ど
に
記
入
し
、必
要
書
類
を
添
付

し
て
入
園
希
望
園
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。申
込
書
は
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
能
で
す

10
月
17
日（
月
）〜
28

日（
金
）／
午
後
１
時
30
分
〜
５
時

（
土
日
を
除
く
）教

育
委
員
会
学
校

教
育
課（
教
育
振
興
係
）

保
護
者
な
ど
が

仕
事
、病
気
そ
の
他
の
理
由
で
、昼

間
家
庭
に
い
な
い
市
内
小
学
校
に

在
籍
す
る
児
童

➊
平
日

＝
放
課
後
〜
午
後
６
時
30
分
➋
長

期
休
業
日
、土
曜
、振
替
休
業
日
＝

午
前
７
時
30
分
〜
午
後
６
時
30
分

日
曜
、祝
日
、年
末
年
始

申
込
書
な
ど
の
必
要

書
類
を
記
入
の
上
、各
児
童
館
ま

た
は
南
方
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
な
ど
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

10
月
17
日（
月
）〜
28

日（
金
）／
午
前
９
時
〜
午
後
６
時

10
月
３
日（
月
）

か
ら
各
児
童
館
・
南
方
子
育
て
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
配
布
。市
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
能
で
す

無
料（
教
材
費
や
保
険

料
、お
や
つ
代
な
ど
は
個
人
負
担
）

※
令
和
６
年
度
か
ら
の
有
料
化
に

向
け
た
検
討
を
し
て
い
ま
す

保
護
者
会
へ
の
入
会
と

保
護
者
会
費
の
負
担
が
あ
り
ま
す

※
詳
し
く
は
、各
児
童
館
な
ど
に

直
接
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

福
祉
事
務
所
子
育

て
支
援
課（
子
育
て
支
援
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
６
２

　令和３年５月に個人情報の保護に関する法律が改正
され、これまで各地方公共団体が条例で定めていた個人
情報保護制度について、全国的な共通ルールが令和５年
４月１日から適用されます。これを受けて市では、「（仮
称）登米市個人情報保護法施行条例」、「（仮称）登米市議
会個人情報保護条例」を新たに策定することとしました
ので、市民の皆さんからそれぞれの骨子案に対する意見
を募集します。

９月21日（水）～10月21日（金）

➊（仮称）登米市個人情報保護法施行条例（骨子案）
➋（仮称）登米市議会個人情報保護条例（骨子案）

➊総務部市長公室（迫庁舎２階）➋議会事務
局（迫庁舎３階）➊➋市公式ホームページ、各総合支所、
各公民館・ふれあいセンター

郵送、ファクシミリ、電子メールまたは持参

のいずれかの方法で提出してください（様式は自由）
※住所、氏名（団体などは、所在地、名称、代表者名）、電話
番号を必ず記入し提出してください
※電話での受け付けはできません

登米市個人情報保護条例に基づき適
切に取り扱います。また、個別の回答はしませんが、意見
の概要と意見に対する考え方を取りまとめた上、市公式
ホームページで公表します

（共通）〒987－0511 迫町佐沼字中江２丁目６－１　
➊総務部市長公室（文書法制係）
　☎0220（22）2090 0220（22）9164
　死shichokoshitsu@city.tome.miyagi.jp
➋議会事務局
　☎0220（22）1913 0220（22）9225
　死gikaijimu@city.tome.miyagi.jp

　

４
月
19
日
、小
学
６
年
生
と
中

学
３
年
生
を
対
象
に
、全
国
学
力
・

学
習
状
況
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し

た
。

➊
教
科
＝
国
語
、算
数（
中
学
生
は

数
学
）、理
科
➋
児
童
生
徒
質
問
紙

調
査
＝
学
習
意
欲
、学
習
方
法
や

そ
の
環
境
、生
活
面
な
ど

　

教
科
と
児
童
生
徒
質
問
紙
調
査

の
結
果
は
表
の
と
お
り
で
す
。

　

市
で
策
定
し
た
授
業
づ
く
り
の

指
針「
登
米
市
学
習
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
」の
活
用
を
全
て
の
学
校
で
さ

ら
に
進
め
る
と
と
も
に
、今
年
度

の
重
点
的
取
組「
基
礎
的
な
学
力

の
定
着
と
活
用
す
る
力
の
伸
長
に

お
け
る
、主
体
的
・
対
話
的
で
深
い

学
び
に
つ
な
が
る『
分
か
る
』授
業

づ
く
り
」に
お
い
て
の
施
策
展
開

を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。ま
た
、各

学
校
で
は
、結
果
の
分
析
と
課
題

の
把
握
を
行
い
、教
科
に
関
し
て

は
、領
域
別
に
分
析
を
進
め
、具
体

的
な
指
導
場
面
を「
授
業
」「
家
庭

学
習
」「
そ
の
他
」に
設
定
し
て
指

導
す
る
こ
と
で
定
着
を
図
っ
て
い

き
ま
す
。今
後
も
、市
の
全
教
職
員

が「
分
か
る
授
業
」を
作
り
上
げ
、

児
童
生
徒
が「
分
か
る
」喜
び
や
楽

し
さ
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
、学

力
向
上
の
取
組
を
推
進
し
て
い
き

ま
す
。な
お
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
に
つ

い
て
は
、情
報
モ
ラ
ル
の
指
導
を

適
宜
行
い
な
が
ら
家
庭
学
習
で
の

活
用
を
含
め
、授
業
で
の
積
極
的

な
利
活
用
を
進
め
、よ
り
良
い
授

業
づ
く
り
と
家
庭
学
習
の
推
進
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

教
育
部
活
き
生
き

学
校
支
援
室（
支
援
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
５
４
６

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
６
７
９

※
詳
し
く
は
、入
園
希
望
園
へ
直

接
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。各
幼

稚
園
の
連
絡
先
は
、市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
く
だ
さ
い


